
熊本県推奨うまい米基準項目の確認（例）について 
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・種子更新 
・栽培履歴記帳   を確認する。 
※ＪＡ米、全集安心米の確認でも可とする。 

消費者 

 
・農産物検査（等級、水分を調査） 
・玄米タンパク質含有率測定（食味計により調査） 
・グレーダーによる調製及びふるい目の大きさを確認する。 
検査及び調査結果等は記帳等により記録する。 
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※特別栽培米については、 
農林水産省「特別栽培農産 
物に係る表示ガイドライン」 
に基づいた玄米袋等の表示 
を確認する。 

 
・農産物検査：米袋の表示（検査結果証明書）により確認する。 

・玄米タンパク質含有率を食味計（機種名）により確認。確認の時期、
確認の単位等を調査結果記録等により確認する。 
・ふるい目の大きさをＪＡ等に確認する。 

※水分、タンパク質含有率については、販売者が荷受後に測定す
ることでも可とする。 

Ｓ，Ａランク基準に基づいた表示（シールの貼付）を行う。 
 
 
 
 
※特別栽培米については、 
農林水産省「特別栽培農産 
物に係る表示ガイドライン」 
に基づいた表示を併せて行う。 
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精米については、必ず色彩選別を行う。 

Ｓランク 

Ｓランク 

Ｓ，Ａ共通 

みほん 


